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～「タワマン節税」に喝！？～ 

 

国税庁は 6 月 30 日に、マンションを相続した

場合の相続税の新しい算定ルールを公表しま

した。 

これによって、今まで富裕層が行ってきたタワ

ーマンションの高層階購入による相続税節税

策が封じられることになります。 

いわゆるタワマンでなくても、マンションを相

続等する多くの人に影響を及ぼす変更です。 

1. 評価額のルール変更が必要な理由 

 

2. 新ルールでの評価方法 

 

3. 新ルールが税額等に及ぼす影響は？ 

 

4. 今出来る対策とは？ 

 

 

令和 5年夏号

 タワマン節税封じ？ 

マンション評価の新ルール 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                       
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 評価額のルール変更が必要な理由 

 

 マンションを相続又は贈与により取得した際にかかる税の根拠となる評価額の 
算定方法が、来年より変わります。 

 相続税等における財産の価額は、相続税法の規定により「時価」に基づくとし、その評価方法は通達に

定められてます。しかし、昨今の不動産価額の上昇と、一戸建てと異なるマンション特有の建築形態に

よるマンションの評価額と市場価格の大きな乖離が税負担の公平性を損ねるということで、評価方法

の見直しが検討されてきました。 

 
 

【現行のマンションの評価方法】 
★相続等で取得した居住用マンション一室の評価額 

 

 

 

 

（注 1）「建物の固定資産税評価額」は、１棟の建物全体の評価額を専有面積の割合によって按分して各

戸の評価額を算定 
 （注２）「敷地全体の価額」は、路線価方式又は倍率方式により評価 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

どんなマンションが新ルールの評価対象になる？ 

 

●相続税評価額が市場価格の 60%未満となっているもの 

  

 

★国税庁のサンプル調査では、平成 25 年～30 年中のマンション取引のうち、約 65％の 

取引の評価額が、市場価格の半額以下になっていた➡多くの物件で該当する可能性あり！ 

 

●居住用マンション➡事業用テナント物件は対象外 

 

●区分所有されたマンション➡マンション 1棟まるまる保有は、対象外となる見込み 

【高層マンションの場合】 
① 建物・・高層階ほど人気で、市場価格が高くなるが、相続税等の評価額に十分反     

映されない 
② 土地・・高層マンションほど一棟あたりの戸数が多くなるので、1 戸あたりの土地 

の持ち分面積が狭小となる 
相続税等評価額が市場価格に比べ、かなり低くなりやすい！ 
この差額を利用して、マンション高層階の購入による相続税等の節税 
が行われている（いわゆる「タワマン節税」）➡ルールの見直しが必要！ 

①  建物（区分所有建物）の価額 
＝ 建物の固定資産税評価額（注 1） 
× 1.0 

 

② 敷地（敷地利用権）の価額 
＝敷地全体の価額（注 2） × 共有持分

（敷地権割合） 
 

2. 新ルールでの評価方法 

市場価格の 60%（一戸建ての平均値）になるよう評価額を補正する 



 

 

 
 
 
 
 
 

マンション一室の新評価方法 

 現行の相続税評価額 × 当該マンション一室の評価乖離率 × 0.6 

 
（一定の方法で算出された市場価格） 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「制度改正の適用時期は？」 
 国税庁は、意見公募を経たうえで、令和 6 年 1 月 1 日以後の相続又は贈与により取得した

財産に適用することを目指している 

 相続税、贈与税の負担が増える可能性あり！ 
    → 高層階、築浅物件ほど増税の可能性が高い 
【例】東京都 43 階建ての 23 階、築年数 9 年、専有面積 67.17 ㎡のタワマン 

市場価格         1 億 1,900 万円 
相続税評価額         3,720 万円 

（国税庁の有識者会議資料掲載の物件事例より、法定相続人 1 人で計算） 
      従来の方法         新ルール 
   相続税評価額 3,720 万円 → 約 7,140 万円（1 億 1,900 万円×60％） 
   相続税額   約 12 万円 → 約 508 万円 ➡約 500 万円のアップ！ 
 
 評価方法が明示されるため、申告後の国税局の調査により追加で課税され

るリスクが減る、納税額の予想がつきやすくなるメリットもあり 
 

3. 新ルールが税額等に及ぼす影響は？ 

築年数、総階数、所在階等 

を考慮して決定される 

現状平均である市場価格の約 40％が 60％に↑ 

以下の物件は、評価見直しの対象から外れる 
■総階数 2 階以下の物件  
■区分所有されている住居用部分が 3 以下であって、かつ、その全てが親族の居住用である物件

（いわゆる二世帯物件等） 

4. 今出来る対策とは？ 

 

 

2023 年は駆込みの年！？ 

「配偶者贈与（非課税
．．．．．．．．．．

2,000
．．．．．

万円）」や「精算課税贈与（同
．．．．．．．．．．．．．．

2,500
．．．．．

万円）」
．．．．

を実行すると
．．．．．．

新ルールの影響を受けません！！
．．．．．．．．．．．．．．．

 

★今回の内容は最終決定事項ではなく、今後パブリックコメントが実施されますので 
御留意ください 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


